
編集発行人

ﾌｼｷ社会保険労務±事務所

蕊鑓東=河労務経営協会

Ｈ公|ＩＩＬ険労勝卜伏木タ］
豊橋市東岩田＝丁目Ⅱ番地の８
〒440-0033電話Ｏ532-61-8876

一
二
二
一
三
三
一

(T１
１石

－F、_ゴミ ョ「迅二、_夕べ グ、ノペゴへ孚崖、ソ■迫〆～戸、’､二戸、〆､ザヘゾロミゴヘゴムLゴペニ閂

スボヅイト
ニ空二ごニーーー錯苣－＝－＝品完七一匙：津に存一ﾆｰ自覇Ｉ

数
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
短
期
的
な
成
果

感
は
岡
ま
り
ま
す
ｃ

今
回
の
選
択
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
保

障
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
国
民
の

情
を
問
う
」
選
挙
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経

る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
政
論
家
の
緊
張

交
代
を
選
択
し
ま
し
た
ｃ
４
年
前
の
郵
政

選
挙
と
は
正
反
対
の
結
果
で
、
有
権
者
の

心
の
「
振
幅
の
大
き
さ
」
を
改
め
て
実
感

し
ま
し
た
。

を
問
わ
れ
る
緊
張
感
に
悩
ん
だ
一

お
隣
の
脚
、
中
岡
で
は
清
の
時
代
に
康

煕
帝
・
乾
隆
帝
が
そ
れ
ぞ
れ
約
帥
年
の
長

き
に
わ
た
っ
て
王
座
に
蒋
臨
し
た
時
代
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
２
人
は
「
名
溌
」
に

衆
議
院
選
挙
で
、

よ
｝
つ
○

『
〆
迅
ノ
、
Ｊ
く
Ｏ
ｆ
１
ｆ
Ｌ
』
ず
、
７
、
ノ
Ⅲ
、
〆
、
１
グ
、
Ⅱ
ｆ
、
ノ
イ
、
Ｆ
、
／
も
１
〃
旧
Ｉ
Ｆ
、
ｊ
Ｋ
、
Ｊ
■
、
ノ
ｕ
１
ｒ
、
ｒ
、
ノ
Ⅱ
、
ゲ
、
ｊ
Ｌ
Ｊ
ｒ
、
／
Ｌ
３
ｒ
、
グ
ュ
、
み
、
。
ｒ
、
グ
Ａ
ｊ
〃
、
〃
Ⅲ
刊
〆
、
ノ
ｋ
２
ｒ
、
／
、
／
ｋ
Ｊ
ｒ
、
Ｊ
ｆ
、
ノ
イ
、
〃
Ｉ
Ｊ
Ｆ
、
Ｊ
ｒ
、
ノ
Ｌ
グ
Ｎ
Ｌ
ｒ
、
〃
Ｕ
、
〆
日
、
〃
、
Ｊ
Ｐ
Ｏ
；
Ｐ
、
ｊ
ｒ
、
●
〃
、
‐
●
グ
、
ノ
１
１
Ｆ
、
‐
ｆ
ｈ
ノ
、
』
て
、
ｆ
Ⅲ
勺
ノ
Ｌ
ノ
、
Ｊ
〆
、
〃
。
、
／
、
ノ
ロ
、
／
、
ｒ
、
ノ
ｑ
、
／
○
、

評
価
プ
ロ
セ
ス
経
る
こ
と
に
意
義

１１

月
は

長
期
的
に
は
正
し
い
方
向
へ
進
む

~、

多
数
の
国
民
は
政
権

「
労
働
保
険
適
用
挺
進
月
間
」

、
ノ
、
卍
、
ノ
ミ
〃
、
ｊ
、
Ｆ
、
‐
／
、
グ
、
／
、
ｒ
、
／
、
ノ
ロ
、
口
ｒ
、
〆
、
〆
、
ノ
、
〃
§
〃
、
ノ
、
ノ
、
ノ
凡

」
と
は
な

人
か
人
を
評
価
す
る
仇
組
み
は
、
常
に

フ
ァ
ジ
ー
（
あ
い
ま
い
）
な
も
の
で
す
。

１
０
０
％
、
正
確
で
誰
に
も
文
句
の
付
け

よ
う
の
な
い
評
価
な
ど
、
神
な
ら
ぬ
人
間

が
で
き
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
評
価
制

度
は
無
用
の
も
の
と
決
め
付
け
る
の
も
誤

り
で
す
。
そ
の
汁
、
経
営
省
サ
イ
ド
と
労

働
背
サ
イ
ド
が
激
し
く
対
立
し
て
い
た
時

代
、
評
価
制
度
の
是
非
が
鋭
い
対
立
点
に

な
り
ま
し
た
。

な
か
で
も
、
病
院
の
医
疲
従
躯
群
の
間

で
、
評
価
制
度
に
対
す
る
批
判
が
渦
巻
き

ま
し
た
。
患
者
の
命
を
預
か
る
仕
事
を
、

「
経
済
的
観
点
か
ら
点
数
評
価
す
る
な
ど

も
っ
て
の
ほ
か
」
と
い
う
意
見
が
声
高
に

ぼ
う
と
く

主
張
さ
れ
ま
し
た
。
「
聖
職
者
へ
の
冒
涜
」

眉

で
す

労
働
者
（
パ
ー
ト
を
含
む
）
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
事
業
主
は
、
労
働
保
険

（
労
災
保
険
十
一
雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｋ
１
ｆ
孔
く
Ｊ
１
、
ｒ
１
ｆ
、
ゾ
、
／
、
〃
Ｌ
Ｊ
Ｌ
ゾ
Ｌ
、
ソ
、
ノ
ミ
Ｊ
ｒ
、
ｒ
Ｈ
Ｊ
、
ノ
ミ
’
７
己
、
／
、
〆
珀
ノ
ミ
グ
、
Ｊ
Ａ
Ｉ
グ
Ｌ
Ｐ
礼

￣、

な
い
剛
作
川
も
生
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

総
じ
て
い
え
ば
、
他
人
の
Ｈ
を
意
識
す
る

こ
と
で
サ
ー
ビ
ス
向
上
が
果
た
さ
れ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
ん
お
お

人
の
評
価
は
「
棺
を
覆
い
て
事
定
ま
る
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
よ
う
に
、
長
い

時
間
を
要
す
も
の
で
す
。
し
か
し
、
倦
ま

ず
た
ゆ
ま
ず
公
正
な
評
価
制
度
の
運
用
を

心
が
け
て
い
れ
ば
、
や
が
て
お
釣
り
が
来

る
ほ
ど
の
成
果
が
戻
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

鷹
療
過
誤
裁
判
の
多
発
な
ど
、
望
ま

』
神
聖
視
す
る
」
傾
向

透
し
て
い
き
ま
し
た
。
結
果
は
ど
う

た
で
し
ょ
う
か
。

か
け
て
、

と
い
う
人
も
い
た
ほ
ど
で
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
い
時

2009

評
価
制
度
は
多
く
の
職
場
に
没

五Ｚ

医
縦
業
務
を
過
剰
に

が
薄
れ
た
結
果
、

ｌＬ１
ｌ
勺、￣、二、ゴヘーグ、エー､ゴヘゴヘ

し

く
た
つ

闇
を

〈
～へ_～､ハハハハハハーへハハーヘ《ヘゾ、-戸￣〆､エミゾ、グーゲベ

１１
月
は

霊
働
保
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１２）

生産』性の何」二

会
社
業
績
が
順
調
に
伸
び
て
い
る
と

き
、
賃
金
管
理
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
枇
間
相
場
に
見
劣
り
し
な

い
賃
上
げ
を
実
施
す
る
の
で
、
春
の
賃

上
げ
交
渉
も
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
し
ま
す
。

が
ん
ば
っ
た
人
に
手
厚
く
報
い
る
原
資

も
豊
富
な
の
で
、
従
業
員
も
満
足
感
を

得
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ル
ー

ズ
な
賃
上
げ
を
続
け
て
い
る
と
、
壁
に

突
き
当
た
っ
た
と
き
の
反
作
用
も
人
き

く
な
り
ま
す
。
将
来
を
見
据
え
た
対
応

が
必
要
で
す
。
会
社
業
績
が
低
迷
し
て

い
る
と
き
の
賃
金
管
理
も
、
好
調
期
の

対
応
の
裏
返
し
と
考
え
、
論
理
的
に
首

尾
一
貫
し
た
対
応
を
心
が
け
る
べ
き
で

賃
麗
冨
一
務

飼
っ
て
得
す
る

賃
金
を
引
き
上
げ
る
理
由
と
し
て
一

番
分
か
り
や
す
い
の
が
「
生
産
性
」
の
向

上
で
す
。
企
業
全
体
の
生
産
性
ア
ッ
プ
は
、

賃
金
カ
ー
ブ
全
体
の
底
上
げ
、
つ
ま
り
べ
ｌ

ス
ア
ッ
プ
と
い
う
形
で
反
映
さ
せ
ま
す
。

個
々
人
の
が
ん
ば
り
は
昇
給
額
の
差
異
と

い
う
形
で
還
元
さ
せ
れ
ば
、
さ
ら
な
る
成

果
向
上
へ
の
動
機
付
け
と
な
り
ま
す
。

迦
協
蝋
駁
蝋
噸
樅
釧
瀞
勘
描
咄
；
輔
い
翻
拙
瓜
、
瑠
遺

で
す
。
し
か
し
、
［
口
本
経
済
全
体
が
追

い
風
を
受
け
て
い
た
時
代
に
は
、
特
に

ス
タ
ー
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
い
な
く
て
も
、

会
社
全
体
の
業
績
が
伸
び
て
い
き
ま
し

た
。
こ
の
場
合
、
単
純
に
賃
金
カ
ー
ブ

全
体
を
上
方
に
引
き
上
げ
る
（
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
主
体
の
賃
上
げ
を
実
施
す
る
）

．－ｇｏ今
の
世
の
中
、
ど
ち
ら
を
み
て
も

「
逆
風
」
と
戦
っ
て
い
る
企
業
ば
か
り

'７ｍ

全
員
へ
の
還
元
が
基
本

悪
平
等
は
避
け
る
べ
き

の
が
、
｜
番
素
直
な
対
応
で
す
。

「
あ
そ
こ
の
会
社
に
入
り
さ
え
す
れ

ば
、
卯
歳
代
で
は
い
く
ら
く
ら
い
、
蛆

歳
代
で
は
い
く
ら
く
ら
い
の
収
入
が
望

め
る
」
、
そ
う
い
う
良
い
風
評
が
広
ま

れ
ば
、
人
材
獲
得
競
争
で
優
位
に
立
て

ま
す
。
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
主
体
の
賃
上
げ

も
、
悪
い
点
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
「
何
も
し
な
く
て
も
賃
金

が
上
が
る
」
と
い
う
ぬ
る
ま
湯
体
質
の

ま
ま
、
成
長
を
続
け
ら
れ
る
ほ
ど
ビ
ジ

ネ
ス
社
会
は
＃
く
あ
り
ま
せ
ん
。
賃
上

げ
原
資
が
豊
富
な
時
期
こ
そ
が
、
賃
上

＃
ｉ
…
“
ｉ
＃
…
…
…

げ
額
に
差
を
付
け
る
仕
組
み
を
整
え
る

好
機
な
の
で
す
。
逆
に
、
賃
上
げ
原
資

が
枯
渇
す
れ
ば
、
全
員
一
律
の
薄
っ
ぺ

ら
い
（
悪
平
等
の
）
昇
給
し
か
実
施
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
生
産
性
の
上
昇
が
み
ら

れ
る
と
き
は
、
｜
律
底
と
げ
の
原
資
と

～

な
る
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
れ
だ
け
に
設
定

す
る
か
、
明
確
に
方
針
を
定
め
て
賃
上

げ
に
望
む
必
要
が
あ
り
ま
す
（
今
と
な
っ

て
は
、
「
あ
っ
た
」
と
い
う
べ
き
な
の

で
し
ょ
う
か
）
。

そ
の
昔
、
「
成
績
森
定
（
考
課
反
映
）

の
昇
給
部
分
」
は
定
昇
に
含
ま
れ
る
の

か
否
か
と
い
う
質
問
を
受
け
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
人
事
担
当
の
方
は
、

「
定
昇
と
呼
べ
る
の
は
、
自
動
昇
給
部

分
だ
け
」
「
成
績
次
第
で
上
が
っ
た
り

上
が
ら
な
か
っ
た
り
す
る
部
分
は
、

『
定
昇
」
の
名
に
値
し
な
い
」
と
考
え

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
し
た
。

し
か
し
、
定
昇
と
は
「
毎
年
一
定
の

時
期
を
定
め
、
会
社
の
昇
給
制
度
に
従
っ

て
行
う
昇
給
」
を
指
し
ま
す
（
日
経
連

「
人
事
・
労
務
用
語
辞
典
」
。
降
給
も

含
め
、
賃
金
の
見
直
し
が
一
定
ル
ー
ル

に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
定
昇
」
に
該
当
し
ま
す
。
自
動
昇
給

部
分
を
減
ら
し
、
い
か
に
定
昇
の
弾
力

性
を
高
め
て
い
く
（
賃
金
の
分
散
度
を

広
げ
て
い
く
）
か
、
昔
も
今
も
、
こ
れ

が
賃
金
制
度
改
革
の
妓
大
の
課
題
と
い

え
ま
す
。



６

判例

本
班
件
で
は
、
タ
ク
シ
ー
運
転
荷
が

業
務
巾
に
追
突
さ
れ
、
後
辿
症
が
雌
じ
、

視
力
低
下
を
理
川
に
２
種
免
許
を
取
り

消
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
会
社
と
し

て
は
、
液
を
運
枢
で
き
な
い
人
間
を
雁
っ

て
お
く
価
値
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
本
人
に
と
っ
て
は
、
免
許

喪
失
だ
け
で
も
打
撃
な
の
に
、
さ
ら
に

職
ま
で
失
う
と
あ
っ
て
は
、
「
泣
き
面

に
蜂
」
で
す
。
業
務
上
の
ケ
ガ
と
な
れ

エ、廷、丸巫、、、和エざ、丸丸丸丸丸丸ｈｈｈＬＬ丸丸几旦二五虹、ユＪＬＥ、二ＬＬ、、ここ＝～’

用
維
持
を
図
る
べ
言
と
い
う
厳
し

い
判
断
が
下
さ
れ
ま
し
た
。

運
転
手
と
し
て
働
い
て
い
る
人
間
が
、
免
許
資
格
を
喪
失
し
た
ら
解

雇
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
死
者
に
む
ち
打
つ
」
よ
う
な
厳
し
い
仕

打
ち
で
す
が
、
経
営
側
と
し
て
は
背
に
腹
を
替
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で

す
。
本
事
件
で
は
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
「
高
度
の
専
門
性
を
有
し
な

い
」
の
で
、
配
置
転
換
に
よ
り
一
屋

職
種
転
換
を
検
討
す
べ
き

技
能
に
高
度
専
門
性
な
い

免
許
喪
失
で
も

ば
、
な
お
さ
ら
納
得
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
た
と
え
ば
、
飲
酒
遮
岻
で
免
許
収

滴
に
な
っ
た
場
合
は
、
法
脱
違
反
を
螂

由
と
し
て
懲
戒
解
歴
可
能
で
す
。
一
方
、

予
定
し
て
い
た
業
務
に
従
珈
で
き
な
い

こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
解
雄
が
可
能

か
ど
う
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
。

｜
般
論
を
い
え
ば
、
職
種
限
定
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
で
、
違
い
が
生
じ
ま
す
。

採
用
時
に
職
種
を
限
定
し
て
い
れ
ば
、

￣、東
京
地
方
裁
判
所

Ｔ
社
事
件

（
平
加
・
９
．
釦
判
決
）

雇
用
維
持
義
務

邪
業
主
と
し
て
配
転
等
の
解
雇
回
避
努

力
を
講
じ
る
義
務
は
な
く
、
定
め
ら
れ

た
業
務
の
提
供
が
で
き
な
け
れ
ば
、
杵

迦
解
》
雁
す
る
有
力
な
理
由
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
本
珈
件
の
判
決
文
で
は
、
さ

ら
に
細
か
な
分
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
雇
用
契
約
が
職
種
限
定
契
約
で
あ

る
か
、
と
い
う
と
き
、
①
使
用
者
が
本

人
の
同
意
な
く
他
の
職
種
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
と
、

②
当
該
職
種
に
就
け
な
く
な
っ
た
と
き

解
一
展
で
き
る
か
、
と
い
う
２
つ
の
問
題

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
両
者
は

別
に
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と

肺
臓
き
し
た
う
え
で
、
職
種
。
置
格
が

両
度
の
専
門
性
を
有
す
る
か
杏
か
で
判

断
が
分
か
れ
る
と
い
う
兄
解
を
示
し
ま

し
た
。

①
（
職
種
転
換
）
に
つ
い
て
は
、
専

門
性
の
要
否
に
関
わ
ら
ず
、
原
則
と
し

て
本
人
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
②
（
解
雇
）
に
関
し
て
は
、

高
度
の
専
門
性
を
必
要
と
す
る
職
種

￣、

（
弁
護
士
、
医
師
等
）
に
限
っ
て
、
解

一
腱
可
能
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

本
鞭
件
は
２
種
免
許
の
所
持
者
が
対

象
で
す
が
、
裁
判
所
は
「
２
種
免
許
は
、

平
均
的
な
能
力
の
人
間
で
あ
れ
ば
取
得

で
き
る
資
格
で
あ
り
、
商
度
の
呼
門
性

の
あ
る
溢
格
と
ま
で
は
い
う
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
判
断
し
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
他
の
職
種
へ
の
転
換
に
よ
り
雇
川

を
維
持
す
べ
き
義
務
を
負
い
、
「
そ
の

業
務
に
就
け
な
く
な
っ
た
と
き
、
使
用

者
が
当
然
に
解
雇
等
に
よ
り
契
約
を
打

ち
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
結

論
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
本
事
件
で
は
、
「
被
告
会

社
の
企
業
規
模
で
あ
れ
ば
、
他
の
職
種

を
提
供
す
る
こ
と
は
困
難
と
は
解
さ
れ

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
小
規
模

会
社
で
ほ
と
ん
ど
逆
松
乖
の
み
と
い
う

ケ
ー
ス
で
は
、
ま
た
判
断
が
変
わ
っ
て

く
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

ク
レ
ー
ン
や
ボ
イ
ラ
ー
等
を
扱
う
職

種
で
も
、
同
様
の
ケ
ー
ス
が
生
じ
ま
す

が
、
少
な
く
と
も
本
判
決
を
み
る
限
り
、

簡
箪
に
解
雇
で
き
る
と
楽
観
は
で
き
な

い
よ
う
で
す
。

「

東Ｔ

京

早地社

平方
？裁事

:１判
迭所件
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特定求職者雇用開発助成金［

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
（
雇

用
保
険
法
施
行
規
則
第
１
１
０
条
）
に

は
、
①
特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助

成
金
、
②
緊
急
就
職
支
援
者
雇
用
開
発

助
成
金
、
③
高
年
齢
者
雇
用
開
発
特
別

奨
励
金
（
平
成
加
年
⑫
月
に
新
設
）
の

３
種
類
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
、
①

を
指
す
ケ
ー
ス
が
多
く
、
本
欄
で
も
①

に
絞
っ
て
ご
説
明
し
ま
す
。

特
定
就
職
困
難
者
と
は
、
別
掲
１
の

定
義
に
当
て
は
ま
る
人
（
閉
歳
未
満
に

限
り
ま
す
）
を
指
し
ま
す
。
帥
歳
以
上

の
高
齢
者
を
雇
入
れ
る
際
、
本
助
成
金

を
利
用
す
る
企
業
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
（
髄
歳
以
上
の
高
齢
者
に
関
し
て
は
、

高
年
儒
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金
を
利

､

「
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
」
は
、
高

年
齢
者
を
雇
い
入
れ
る
際
等
に
広
く
活
用
さ
れ

て
い
る
助
成
金
で
す
。
中
小
の
場
合
、
１
年
２

期
に
わ
た
り
計
卯
方
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
高

年
齢
者
の
ほ
か
に
、
障
害
者
等
の
雇
入
れ
も
助

成
対
象
と
な
る
の
で
、
障
害
者
雇
用
の
進
ん
で

い
な
い
企
業
で
も
、
利
用
す
る
価
値
大
で
す
。

な
－
就
職
困
難
者
」
が
列
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

障
害
者
雇
用
促
進
法
が
改
正
さ
れ
、

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
納
付
義
務
対
象

が
段
階
的
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。
現
在
は
、

３
０
１
人
以
上
規
模
が
対
象
で
す
が
、

最
終
的
に
は
平
成
”
年
に
１
０
１
人
以

用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）
。
し
か
し
、

そ
れ
以
外
に
、
身
体
。
知
的
・
糀
神
障

害
者
や
母
子
家
庭
の
母
等
、
さ
ま
ざ
ま

Ｐ函

高
年
・
障
害
者
等
が
対
象

民
営
業
者
紹
介
も
Ｏ
Ｋ

上
に
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
引
下
げ
ら
れ

ま
す
。
障
害
者
雇
用
の
促
進
を
検
討
す

る
企
業
は
、
本
助
成
金
の
活
用
も
有
力

な
選
択
肢
に
な
り
ま
す
。

助
成
金
は
、
前
記
の
特
定
就
職
困
難

者
を
一
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は
有
料
。

る
取
扱
い
を
行
う
」
旨
の
標
識
を
事
業

所
内
に
掲
げ
る
事
業
者
に
限
り
ま
す
。

助
成
金
の
申
請
先
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

（
都
道
府
県
労
働
局
）
で
す
。

助
成
額
は
別
掲
２
の
と
お
り
で
、
１

～
２
年
に
わ
た
っ
て
半
年
ご
と
に
分
割

支
給
さ
れ
ま
一
％
企
業
規
模
（
大
企
業
．

継
続
し
て
膳
用
す
る
労
働
者
と
し
て
雇

入
れ
た
魍
裂
口
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
の
ほ
か
に
、
民
営
の
職
業
紹
介

事
業
者
の
紹
介
を
受
け
る
こ
と
も
で
き

ま
す
が
、
都
道
府
県
労
働
局
に
届
出
し

「
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
係

P￣ の

i《！
よ
(こ

り

中
小
企
業
か
）
、
勤
務
時
間
の
長
短

（
フ
ル
勤
務
か
短
時
間
勤
務
か
）
、
障
審

の
程
度
等
に
よ
っ
て
金
額
が
異
な
り
ま

す
。
中
小
向
け
の
助
成
額
は
、
平
成
皿

年
２
月
に
大
幅
に
引
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
中
小
が
フ
ル
勤
務
で
重
度
障
害
者

を
雇
用
す
る
と
、
助
成
金
額
は
２
４
０

万
円
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
条
件
（
抜
粋
。
詳
し

く
は
窓
口
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）
を

同
時
に
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

。
雇
入
れ
の
６
カ
月
前
か
ら
雇
入
れ
後

１
年
ま
で
の
間
に
会
社
都
合
解
雇
が

な
い
こ
と

・
同
期
間
に
特
定
受
給
資
格
者
が
３
人

ま
た
は
６
％
以
上
い
な
い
こ
と

・
当
人
の
前
職
事
業
主
と
、
資
本
・
経

済
的
関
連
等
が
な
い
こ
と

。
雇
入
れ
３
年
前
ま
で
に
雇
用
関
係
に

な
か
っ
た
者
で
あ
る
こ
と

高
齢
者
に
「
因
果
を
含
め
」
、
一
度
、

退
職
さ
せ
た
後
、
助
成
金
を
使
っ
て
安

く
再
雇
用
す
る
と
い
う
ス
キ
ー
ム
を
考

え
る
経
営
者
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
前

記
条
件
を
満
た
さ
な
い
の
で
、
支
給
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
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１

特定求職者雇用開発助成金

別掲１助成金の対象者

(1)一般被保険者（短時間労働者を含む）として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者

（(2)に該斗ｉする者を除く。）（(2)以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険iljfでない者

（失業等の状態にある者）に限られます｡）

イ６０歳以上の者

ロ身体隙`１１子考

ハ知的隙M；者

二精神障害者

木ｉリイ･家庭の母等

へI111I:1残留邦人等永住帰腫1粁

ト北朝鮮llii}国被害者等

チ認定駐留了１２関係離職者（45歳以上の者に限る｡）

１）iTl1繩失業帝求職手帳所持祥（45歳以ｋの者に限る｡）

ヌ漁業離職背求職手帳所持群（llil際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時柵ｒｔ法によ

るもの）（45歳以上の者に限る｡）

ルＴ帳所持者である漁業雛lliiliiPf等（45歳以上の者に限る｡）

ヲ一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所侍者（45歳以上の者に限る｡）

ワ認定港湾迎送事業離職者（45歳以上の者に限る｡）

カアイヌの人々※（北海道に届ll2している者で、４５歳以上の者であり、かつ公共職業安定所

の糾介による場合に限る｡）

；;:アイヌの人々：￣人権教行のための'11述ＩＭＩ三」に関する国内行動計lll1i（平成９年７ｊＪ公表）に)1]いら

れている１ＭF

(2)ｉＫ度|噸';者等（一般被保険群（ｌＭ１ｌｆＩｌＭ労働者を除く）として)願い入れられた次のいずれかに

談､I1する稀）

イ霞度身体障害者

ロ身体Iliif害者のうち45歳以上の背

ハ重度知的障害者

二知的障害者のうち45歳以上の粁

木精illlllIif審粁

一句

別掲２助成金の額 ￣、支給額の（）内の金額は''１小企業向け

助成対象

期間
対象労働者 支給額 支給対象期ごとの支給額

①②.③を除く者（別掲ｌのＩｌｌ
に談､Hする者）

50(90)万円 1年 第１期25(45)万円、

第２期25(45)万''１

②祗度障害者等を除く身体・知

的隙11ﾁﾞ者（別掲ｌの(1)ロ。ハに
核M1する者）

50(135)万Ｉｑ 1年（１年半） 第１期25(45)ﾉJllI、

第２期25(45)万Ｉｌ１、
第３期(45)ﾉ７円

短時

間労

獺'百

蝋……|…川|…1灘鱗lｌＩｌ
④Ｇを除く者（別掲１の(1)に該
、冊する者）

30(60)万Ｉ'１
１年

第１期15(30)万円、

第２期15(30)万円短時

間労

働者
※

⑤身体・知的・精神陣Ｆ１ﾃﾞ春（別

掲１の(1)ロ・ハ・ニに該ulする
務）

30(90)万円 1年（1年半） 第１期15(30)万Ｉｌｊ、

第２期15(30)万''１、

第３期(30)刀|リ

対象労働者 支給額
助成対象

期間
支給対象期ごとの支給額

短時

間労

働者
以外

①②.③を除く者（別掲ｌの(1)
に談，Iiiする者）

②電度障害者等を除く身体・知

的障11;者（別掲ｌの(1)ロ。ハに

,護刈獣iする者）

③蔽度障警昔等（別掲１の(2)に

該)Liする者）

50(90)万円

50(135)万円

100(240)万'1」

1年

ｌ(1三（１年半）

lイ1量半（２年）

第１期25(45)万}ﾘ、

第２期25(45)万''１

第１期25(45)ﾉJlリ
第２期25(45)万Ｉｌ１

第３期(45)ﾉﾌﾟIリ

第１期33(60)万''１

第２期33(60)万''１
第３期34(60)万|】]

第４期(60)ﾉjlW

時
労
者

短
間
働
※

④⑤を除く者（別掲１の(1)に該

､!ｉする者）

⑤身体・知的・精１１|'陣Flﾃﾞ者（別

燭１の(1)ロ・ハ・ニに談､I1する

蕃）

30(60)万Ｉ'１

30(90)万円

1年

1年（1年半）

第１期15(30)万1'」

第２期15(30)万１１］

第１期15(30)万Ｉｌｊ、

第２期15(30)万''１、

第３期(30)刀|【］
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蕊 実務相談

改
正
労
基
法
の
施
行
Ⅱ
は
、
平
成
羽

年
４
川
ｌ
Ⅱ
で
す
。

中
小
企
業
が
適
川
揃
予
と
な
る
の
は
、

「
月
帥
時
間
超
の
時
間
外
労
働
に
５
判

の
劉
哨
賃
金
支
払
を
我
務
づ
け
る
部
分
」

の
み
で
す
。
他
の
規
定
は
、
規
模
の
大

小
に
関
わ
ら
ず
一
斉
適
用
と
な
る
の
で
、

中
小
企
業
も
時
間
単
位
年
休
を
活
用
で

き
ま
す
。

改
正
後
の
労
基
法
第
羽
条
第
４
項
で

堤鳥宕Ｑ
ら小た゛
な企と’111
い業Ｉ１Ｍｉｉｉ労
のはき位人噂
で、まの法
し適す年が
よ)１１．休改
う猶当ｉｌｉｌｌ１Ｅ
か予社度さ
・でのがれ
仮対よ創、
に象う設時

法
改
正
後
は
年
休
の
時
間
単

位
申
請
が
あ
れ
ば
認
め
る
義

務
が
あ
り
ま
す
か

協
定
結
ば
な
い
自
由
も
あ
る

は
、
「
過
半
数
労
組
（
な
い
と
き
は
過

半
数
代
表
者
）
と
労
使
協
定
を
結
べ
ば
、

時
間
を
単
位
と
し
て
有
給
休
暇
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
時
間
巾
位
年
休
制
を

導
入
す
る
際
に
は
、
必
ず
労
使
協
定
を

結
ば
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、

「
休
暇
」
は
絶
対
的
必
要
記
載
事
項
で

す
か
ら
、
必
ず
就
業
規
則
上
に
記
載
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
平
虹
・
５
．
羽

適
川
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
逆
に
「
法

律
的
に
必
ず
や
っ
て
お
か
な
い
と
、

罰
せ
ら
れ
る
獅
項
」
が
あ
り
ま
す

か
。

尻。

年休の分割

基
発
第
０
５
２
９
０
０
１
号
）
ｃ

し
か
し
、
「
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

で
す
か
ら
、
与
え
な
い
、
つ
ま
り
時
間

単
位
年
休
制
を
採
用
し
な
い
こ
と
も
可

能
で
す
。
労
使
協
定
が
な
け
れ
ば
、
個
々

の
従
業
員
が
「
時
間
単
位
で
年
休
が
欲

し
い
‐
’
と
い
っ
て
も
、
応
じ
る
鑑
務
は

唯
じ
ま
せ
ん
。
協
定
を
結
ば
ず
、
就
業

規
則
改
定
を
実
施
し
な
く
て
も
、
も
ち

ろ
ん
、
法
違
反
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

労
使
協
定
を
結
ぶ
場
合
は
、
次
の
事

項
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
過
半

数
労
組
が
な
い
場
合
の
「
過
半
数
代
表

者
」
に
つ
い
て
は
、
時
間
外
・
休
日
労

働
（
調
）
協
定
や
就
業
規
則
改
定
の
場

合
の
「
過
半
数
代
表
者
」
と
同
様
に
選

出
し
ま
す
。

①
時
間
地
位
年
休
の
対
象
労
働
者
の
純

附
（
労
坐
法
第
鋤
条
第
４
項
第
１
号
）

従
業
貝
全
貝
を
対
象
と
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
が
、
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
庇
社
員
の

み
を
対
象
と
し
、
パ
ー
ト
に
適
川
し
な

い
と
い
う
規
定
も
可
能
で
す
。

②
時
間
単
位
年
休
の
日
数
（
同
項
第
２

巨万）

Ｐ。

灘騨懸j燃
繕蝋1蝋蕊



(7)

轤実務相談

期開す端業部い平
間始。給基現分ま成改
へＬ１育付本在はす２１１１Ｉ
賃Ｉｉｉｌ児金給、、1ｚが年〃賢
金２１木の付育成、３川
支年業２金児２２肯}」保

篝鱗貴騨菫重篝
簔墓警を篝蔑亮蓉屍]：,，保、て職奇行に行婆｢,険休い場児二學嘉iill
以者業ま復休９．るてが

「
当
社
の
女
性
従
業
ｕ
が
妊

Ｑ
賑
し
、
ま
も
な
く
産
休
に
入

り
ま
す
。
本
人
は
、
｜
で
き
れ
ば
育

児
休
業
を
取
得
し
た
い
」
と
周
囲
に

漏
ら
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
一
雁
川
係

今
年
度
中
に
育
児
休
業
を
取

得
し
た
ら
一
雇
用
保
険
の
給
付

ど
う
な
る
？

経
過
措
置
で
従
来
ど
お
り

Ｆ■

険
法
が
改
疋
さ
れ
、
育
児
休
業
給
付

の
仕
組
み
も
見
直
さ
れ
た
と
聞
き
ま

す
が
、
〈
圧
士
喋
中
に
圭
同
比
休
鍵
亡
入
っ

た
ら
給
付
は
ど
う
な
り
ま
す
か

上
の
川
を
ｌ
力
川
と
カ
ウ
ン
ト
）
が
皿

川
以
ｆ
あ
る
と
き
に
文
給
さ
れ
ま
す
。

金
額
は
、
休
業
開
始
時
の
賃
金
Ⅱ
額
の

釦
％
で
す
（
歴
保
法
第
血
条
の
４
）
。

育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金
は
、

育
児
休
業
雑
本
給
付
金
を
受
け
た
被
保

険
者
が
職
場
復
帰
し
６
力
川
以
上
歴
川

さ
れ
て
い
る
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
ｃ

金
額
は
、
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
の
ｎ

％
で
す
（
雇
保
法
第
印
条
の
５
）
が
、 育児休業給付金

「
平
成
羽
年
３
川
皿
側
ま
で
に
休
業
を

開
始
し
た
場
合
に
は
卯
％
」
と
す
る
暫

定
播
蔽
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
雁
保

法
附
則
節
廻
条
）
。

平
成
躯
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
育
児

休
業
基
本
給
付
余
と
育
児
休
業
者
職
場

復
帰
給
付
金
が
一
本
化
さ
れ
ま
す
。
受

給
要
件
は
、
現
在
の
基
本
給
付
金
と
同

じ
で
、
金
額
が
伽
％
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
岬
だ
捕
殻
で
「
門
分
の
間
、

印
％
を
支
給
」
し
ま
す
（
改
正
後
の
雁

保
法
附
則
第
廻
条
）
ご
ト
ー
タ
ル
の
金

災
檬
、
テ
ロ
等
が
発
堆
し
た
場
合
に
の
社
会
的
貨
任
等
も
踏
ま
え
、
継
続

（
）
Ｃ
昌
冒
昌
冨
匡
冒
）
と
は
、
ｎ
然

計
剛
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
自
社

▽
事
業
継
続
計
画
△

獅
業
縦
続
計
画
（
旨
昌
一
］
の
閉

さ
れ
て
い
ま
す
。

－、

危
機
を
乗
り
切
方
針
（
ど
の
程
度
の
規
模
で
、
事
業

新
型
イ
ン
フ
ル
れ
る
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
、
重
要
（
中

め
る
も
の
で
す
二

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
想
定
さ

「
戦
業
務
・
職
計
両
等
を
策
定
し
ま
す

る
只
体
策
を
定
の
作
統
を
図
ろ
か
）
を
決
定
す
べ
き

場
に
お
け
る
新

て
は
、
政
府
の
要
な
要
素
。
資
源
の
確
保
策
、
人
員

エ
ン
ザ
に
つ
い

核
）
業
務
を
絞
り
こ
み
、
そ
れ
に
必

額
は
印
％
（
獅
定
措
侭
）
で
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
が
、
支
払
い
方
法
を
改
め
ま

す
。お
等
ね
の
刀
は
今
年
度
中
に
育
児
休

業
を
開
始
す
る
予
定
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
「
平
成
翠
年
４
月
１
日
前
に
休
業

を
開
始
し
た
春
に
つ
い
て
は
、
従
前
の

例
に
よ
る
」
（
雇
保
法
乎
皿
附
則
第
一
条
）

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

現
在
と
同
様
、
雄
本
給
付
金
と
職
場
復

帰
給
付
金
を
受
け
る
（
４
月
ｌ
Ⅱ
以
降

も
）
｝
」
と
に
な
り
ま
す
。

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
ガ
ィ
ド
ラ

イ
ン
」
で
、
作
成
の
必
要
性
が
指
摘



(8)

ＴＯＰＩＣＳ

厚
生
労
働
省
の
「
平
成
加
年
雇
用
均

等
基
本
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
育
児
の
た

め
の
短
時
間
勤
務
制
度
を
既
に
導
入
し

て
い
る
企
業
は
約
４
割
に
達
し
て
い
ま

す
。
平
成
胆
年
度
か
ら
、
改
正
育
児
介

護
休
業
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
（
月
Ｒ
未

定
）
が
、
ど
の
程
度
の
企
業
が
移
行
条

件
を
満
た
し
て
い
る
か
、
本
調
査
に
よ

り
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

女
性
の
育
児
休
業
取
得
率
は
、
初
め

て
９
割
を
超
え
、
卯
・
６
％
に
達
し
た

（
前
年
比
０
．
９
ポ
イ
ン
ト
増
）
｜
〃
、

男
性
の
取
得
率
は
１
．
羽
％
（
同
０
．

詔
ポ
イ
ン
ト
減
）
と
低
迷
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
労
使
協
定
を
結
べ
ば
、
「
配

偶
者
が
専
業
主
婦
等
で
育
児
可
能
な
》
巴

に
つ
い
て
は
育
児
休
業
の
申
出
を
拒
む

こ
と
が
で
き
ま
す
（
育
介
休
業
法
第
６

条
）
が
、
改
正
後
は
拒
否
が
認
め
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
平
成
加
年
時
点
で
は
、

「
配
偶
者
が
専
業
主
婦
等
」
で
も
育
児

休
業
を
認
め
て
い
る
企
業
割
合
は
狐
。

－Ｗ=V揮舜１

;'宝短
時
間
勤
務
導
入
済

法
改
正

秋
冬
に
入
る
前
か
ら
、
予
想
よ
り
大

幅
に
早
く
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

罹
患
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
東
京
経
営

者
協
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
、
企

業
の
対
応
策
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

流
行
の
第
１
波
到
来
時
点
で
、
新
型

８
％
に
過
ぎ
ず
、
対
応
に
頭
を
痛
め
る

企
業
が
多
い
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

勤
務
時
間
短
縮
に
つ
い
て
は
、
改
正

前
の
時
点
で
は
、
短
時
間
勤
務
制
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
所
定
労
働
時
間

の
繰
上
げ
。
繰
下
げ
、
所
定
外
労
働
の

免
除
等
の
メ
ー
ー
ュ
ー
の
中
か
ら
、
ど
れ

か
を
「
選
択
し
て
」
措
儘
を
設
け
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
同
節
羽

条
）
。
し
か
し
、
改
正
後
は
、
短
時
間

勤
務
、
所
定
外
労
働
の
免
除
の
２
つ
は
、

会
社
が
必
ず
識
ず
べ
き
事
項
に
な
り
ま

す
（
１
０
０
人
未
満
は
３
年
以
内
の
通

P￣ 新
型
イ
ン
フ

は
４
割
》

前
の
実
態
を
調
査

マ
ス
ク
ン

ル
ヘ
対
応
急
ぐ

・
備
品
の
準
備
が
１
位

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
（
Ｈ
ｌ
Ｎ
１
）
へ

の
対
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
（
複
数
回

答
）
の
は
、
「
マ
ス
ク
の
配
布
・
着
用
」

郎
・
６
％
、
「
情
報
収
集
」
皿
・
８
％
、

「
消
議
液
の
設
腫
一
両
・
７
％
と
い
う

順
序
に
な
っ
て
い
ま
す
。

男書癒蝿菱璽則璽塁彙謹亘蔑畢
鰯式黙臺二選読書毒窺紗
、状務分派な件表２６定３８潰時時
ヨ況者かでいを、く。外．済間点
無へ

遥簡……勤議涛闘霞鱸等の…,'虞の導入状況(…答）
§'窯Ｍ１Ｍ：0,釦叫,0‘ｌｉｉｌ
Ｏ対・
％応短時''}]勤聯'ｊｌＩ度Ｉｌ３Ｌ４Ｅ－￣￣￣--零－－１３８．９
，分

P再巳

’３１４

－…－－－－零－－１３８．０

銭:’
’1８５

－－￣鰯'220

１２３２
￣篝鑿篝１２６．８

』lil，
ﾖ1.7
:雪4.3

認:,｜:蝋募

育児の場合に利川できる

フレックスタイム制度

始業`終業時刻の熟上げ･
諜下げ

第
２
波
の
流
行
、
強
毒
性
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
へ
の
対
応
の
中
で
は
、
「
備
蓄

品
（
防
疫
品
）
の
調
達
」
町
・
４
％
、

「
社
員
の
意
識
啓
発
」
囲
・
２
％
、
「
事

業
継
続
計
画
（
７
ペ
ー
ジ
社
労
用
語
参

照
）
の
作
成
」
記
・
７
％
、
「
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
」
蛆
・
５
％
が
、
と

位
を
占
め
て
い
ま
す
。

害
塾
些
９
．
１
％
、
二
部
有
必
哩
８
。

６
％
と
い
う
状
況
で
し
た
。

］

所定外労働の免除

M手業所内託児施設

育児に典する総YIiの援助

措隆

育児休業にH1』ずろ描置 ロ平成17年度
口平成20年度


